
号

外

二�
令

和

八

年

三

月
二
十
四
日

目

次

規

則

○
岐
阜
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

人

事

課)

一
ペ
ー
ジ

訓

令

甲

○
岐
阜
県
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

(

人

事

課)

二

○
岐
阜
県
現
地
機
関
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
(

同

)

四

規

則

岐
阜
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
八
年
三
月
二
十
四
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

岐
阜
県
規
則
第
十
二
号

岐
阜
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
事
務
委
任
規
則(

昭
和
四
十
三
年
岐
阜
県
規
則
第
百
二
十
五
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

別
表
第
三
保
健
所
の
部
一
の
項
第
六
号
中

｢

第
八
条｣

を

｢

第
八
条
第
一
項
又
は
第
二
項｣

に
、

｢

又
は｣

を｢

若
し
く
は｣

に
改
め
、｢

開
設
届｣

の
下
に｢

又
は
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
の
設

置
届｣

を
加
え
、
同
項
第
七
号
中｢

又
は
助
産
所｣

を｢

、
助
産
所
又
は
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設｣

に
改
め
、
同
項
第
八
号
中｢

若
し
く
は
助
産
所
の
廃
止
届｣

を｢

、
助
産
所
若
し
く
は
オ
ン
ラ
イ
ン
診

療
受
診
施
設
の
廃
止
届｣

に
改
め
、｢

開
設
者｣

の
下
に｢

若
し
く
は
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
の

設
置
者｣

を
加
え
、
同
項
第
十
五
号
中

｢

又
は｣

を

｢

若
し
く
は｣

に
改
め
、｢

開
設
者｣

の
下
に

｢

又
は
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
の
設
置
者｣

を
加
え
、
同
項
第
十
六
号
中｢

又
は
助
産
所｣

を｢

、

助
産
所
又
は
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設｣

に
改
め
、
同
項
第
十
七
号
中｢

若
し
く
は
助
産
所｣

を｢

、

助
産
所
若
し
く
は
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設｣

に
改
め
、
同
項
第
十
八
号
中｢

若
し
く
は
助
産
所
の

診
療
録｣
を｢

、
助
産
所
若
し
く
は
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
の
診
療
録｣

に
改
め
、｢

開
設
者｣

の
下
に｢
若
し
く
は
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
の
設
置
者｣

を
加
え
、
同
項
第
二
十
一
号
中｢

又
は

助
産
所
の
開
設
の
許
可
の
取
消
し
等
を
す
る｣

を｢

若
し
く
は
助
産
所
の
開
設
等
の
許
可
を
取
り
消
し
、

又
は
そ
の
開
設
者
若
し
く
は
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
の
設
置
者
に
対
し
閉
鎖
を
命
ず
る｣

に
改
め
、

同
表
子
ど
も
相
談
セ
ン
タ
ー
所
長
の
部
一
の
項
第
四
十
一
号
中｢

第
三
十
二
条
第
一
項｣

を｢

第
三
十
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○

岐

阜

県

公

報

号

外

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

令
和
八
年
三
月
二
十
四
日



一
条
第
一
項｣

に
改
め
、
同
項
第
四
十
二
号
中｢

第
三
十
三
条｣

を｢

第
三
十
二
条｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

訓

令

甲

岐
阜
県
訓
令
甲
第
一
号

庁
中
一
般

各
現
地
機
関

岐
阜
県
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
八
年
三
月
二
十
四
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

岐
阜
県
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

岐
阜
県
事
務
決
裁
規
程(

昭
和
四
十
三
年
岐
阜
県
訓
令
甲
第
十
九
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

別
表
第
二
二
十
九
の
項
中｢｢

規
則｣

を｢｢

府
令｣

に
改
め
、
同
項
部
長
専
決
事
項
の
欄
第
四
号
中

｢

第
二
十
八
条
第
三
項
の｣

の
下
に｢

規
定
に
よ
る｣

を
加
え
、
同
欄
第
五
号
中｢

第
三
十
条
第
四
項

の｣

の
下
に｢

規
定
に
よ
る｣

を
加
え
、
同
欄
第
六
号
中｢

お
い
て｣

の
下
に｢

読
み
替
え
て｣
を
、

｢

第
三
項
本
文
の｣

の
下
に｢

規
定
に
よ
る｣

を
加
え
、
同
項
課
長
専
決
事
項
の
欄
第
一
号
中｢

第
二

項
の｣

の
下
に｢

規
定
に
よ
る｣

を
加
え
、｢

規
則｣

を｢

府
令｣

に
改
め
、
同
表
四
十
一
の
項
部
長

専
決
事
項
の
欄
第
六
号
中｢

第
四
十
条
の
三
第
三
号｣

を｢

第
四
十
条
の
四
第
三
号｣

に
改
め
、
同
項

を
同
表
四
十
二
の
項
と
し
、
同
表
中
四
十
の
項
を
四
十
一
の
項
と
し
、
三
十
一
の
項
か
ら
三
十
九
の
項

ま
で
を
一
項
ず
つ
繰
り
下
げ
、
三
十
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

別
表
第
三
医
療
整
備
課
の
表
五
の
項
部
長
専
決
事
項
の
欄
第
十
八
号
中

｢

第
三
十
条
の
十
一｣

を

｢

第
三
十
条
の
十
一
第
一
項｣

に
改
め
、
同
欄
中
第
四
十
号
を
第
四
十
一
号
と
し
、
第
十
九
号
か
ら
第

三
十
九
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
十
八
号
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

19

法
第
三
十
条
の
十
一
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
厚
生
労
働
大
臣
へ
の
通
知

別
表
第
三
保
健
医
療
課
の
表
中
十
一
の
項
を
十
二
の
項
と
し
、
十
の
項
を
十
一
の
項
と
し
、
九
の
項

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

号 外 � 岐 阜 県 公 報 令和８年３月24日 ( )２

三
十
一

公
益
信
託

に
関
す
る
法
律

(

令
和
六
年
法
律

１

法
第
十
二
条
第

一
項
本
文
の
公
益

信
託
に
係
る
信
託

１

知
事
決
裁
事
項

で
あ
る
法
第
六
条

の
認
可
、
法
第
三

十

高
次
脳
機
能
障

害
者
支
援
法(

令

和
七
年
法
律
第
九

十
六
号
。
以
下
こ

の
項
中｢

法｣
と

い
う
。)

の
施
行

第
三
十
号
。
以
下

こ
の
項
中｢

法｣

と
い
う
。)

及
び

公
益
信
託
に
関
す

る
法
律
施
行
規
則

(

令
和
七
年
内
閣

府
令
第
六
十
三
号
。

以
下
こ
の
項
中

｢

府
令｣

と
い
う
。)

の
施
行
事
務

１

法
第
十
九
条
第

一
項
の
規
定
に
よ

る
高
次
脳
機
能
障

害
者
支
援
セ
ン
タ
ー

の
指
定

２

法
第
二
十
二
条

の
変
更
等
の
認
可

２

法
第
二
十
二
条

第
一
項
に
規
定
す

る
公
益
信
託
の
併

合
等
の
認
可

３

法
第
二
十
九
条

第
一
項
の
勧
告

４

法
第
二
十
九
条

第
三
項
の
規
定
に

よ
る
命
令

５

法
第
三
十
八
条

に
お
い
て
読
み
替

え
て
準
用
す
る
法

第
三
十
四
条
第
一

項
本
文
及
び
第
三

項
本
文
の
規
定
に

よ
る
諮
問

６

法
附
則
第
十
六

条
に
お
い
て
準
用

す
る
法
附
則
第
十

三
条
第
一
項
本
文

及
び
第
三
項
本
文

の
規
定
に
よ
る
諮

問

１

部
長
専
決
事
項

を
除
く
法
の
施
行

に
関
す
る
事
務

十
条
第
一
項
及
び

第
二
項
の
規
定
に

よ
る
公
益
信
託
認

可
の
取
消
し
、
法

附
則
第
四
条
第
一

項
の
認
可
並
び
に

部
長
専
決
事
項
を

除
く
法
及
び
府
令

の
施
行
に
関
す
る

事
務



別
表
第
三
里
川
・
水
産
振
興
課
の
表
六
の
項
中｢

特
定
水
産
動
植
物
等
の
国
内
流
通
の
適
正
化
等
に

関
す
る
法
律
第
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
が
処
理
す
る
事
務
に
関
す
る
政
令｣

を｢

特

定
水
産
動
植
物
等
の
国
内
流
通
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令｣

に
改
め
、
同
項
部
長
専
決
事
項

の
欄
第
一
号
中｢

第
七
条
第
一
項
及
び
第
二
項｣

を｢

第
十
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で｣

に
改
め
、

同
欄
第
二
号
中｢

第
七
条
第
三
項｣
を｢
第
十
条
第
四
項｣

に
改
め
る
。

別
表
第
三
林
政
課
の
表
中
七
の
項
を
八
の
項
と
し
、
四
の
項
か
ら
六
の
項
ま
で
を
一
項
ず
つ
繰
り
下

げ
、
三
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

別
表
第
三
森
林
活
用
推
進
課
の
表
一
の
項
中｢

平
成
三
十
年
法
律
第
三
十
五
号
。｣

を
削
り
、
同
項

部
長
専
決
事
項
の
欄
第
七
号
中｢

第
四
十
八
条
第
三
項｣

を｢

第
六
十
八
条
第
三
項｣
に
改
め
、
同
号

を
同
欄
第
十
一
号
と
し
、
同
欄
第
六
号
中｢

第
四
十
八
条
第
一
項｣

を｢

第
六
十
八
条
第
一
項｣

に
改

め
、
同
号
を
同
欄
第
十
号
と
し
、
同
欄
第
五
号
の
次
に
次
の
四
号
を
加
え
る
。

６

法
第
四
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
集
約
化
構
想
の
作
成

７

法
第
四
十
三
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
集
約
化
構
想
の
変
更

８

法
第
四
十
三
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
及
び
縦
覧

９

法
第
四
十
三
条
第
九
項
の
規
定
に
よ
る
公
告

別
表
第
三
森
林
活
用
推
進
課
の
表
一
の
項
課
長
専
決
事
項
の
欄
第
一
号
中｢

事
務｣

の
下
に｢(

森

林
活
用
推
進
課
の
所
管
す
る
事
務
に
限
る
。)｣

を
加
え
る
。

別
表
第
三
森
林
経
営
課
の
表
六
の
項
部
長
専
決
事
項
の
欄
第
一
号
を
削
り
、
同
欄
第
二
号
中｢

第
三

十
六
条
第
二
項｣

の
下
に｢

及
び
第
四
十
四
条
第
二
項｣

を
加
え
、
同
号
を
同
欄
第
一
号
と
し
、
同
項

課
長
専
決
事
項
の
欄
第
一
号
中｢

事
務｣

の
下
に｢(

森
林
経
営
課
の
所
管
す
る
事
務
に
限
る
。)｣

を

加
え
る
。

別
表
第
三
建
築
指
導
課
の
表
十
の
項
部
長
専
決
事
項
の
欄
中
第
十
号
を
第
十
二
号
と
し
、
同
欄
第
九

号
中｢

第
五
条
の
十
二
第
四
項｣

を｢

第
五
条
の
二
十
二
第
四
項｣

に
改
め
、
同
号
を
同
欄
第
十
一
号

と
し
、
同
欄
第
八
号
中｢

第
五
条
の
十
二
第
一
項｣

を｢

第
五
条
の
二
十
二
第
一
項｣

に
改
め
、
同
号

を
同
欄
第
十
号
と
し
、
同
欄
第
七
号
中｢

第
五
条
の
十
第
二
項｣

を｢

第
五
条
の
二
十
第
二
項｣

に
改

め
、
同
号
を
同
欄
第
九
号
と
し
、
同
欄
第
六
号
中｢

第
五
条
の
十
第
一
項｣

を｢

第
五
条
の
二
十
第
一

項｣

に
改
め
、
同
号
を
同
欄
第
八
号
と
し
、
同
欄
第
五
号
中｢

第
五
条
の
九｣

を｢

第
五
条
の
十
九｣

に
改
め
、
同
号
を
同
欄
第
七
号
と
し
、
同
欄
第
四
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

５

法
第
五
条
の
八
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
改
善
命
令

６

法
第
五
条
の
八
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
の
取
消
し

別
表
第
三
建
築
指
導
課
の
表
十
一
の
項
中｢

マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
替
え
等
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律(｣

を｢

マ
ン
シ
ョ
ン
の
再
生
等
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律(｣

に
、｢

マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
替
え
等
の
円
滑

化
に
関
す
る
法
律
施
行
令｣

を

｢

マ
ン
シ
ョ
ン
の
再
生
等
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
施
行
令｣

に
、

｢

マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
替
え
等
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則(

平
成
十
四
年
省
令
第
百
十
六
号｣

を｢

マ
ン
シ
ョ
ン
の
再
生
等
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則(

平
成
十
四
年
国
土
交
通
省
令
第
百

十
六
号｣

に
改
め
、
同
項
部
長
専
決
事
項
の
欄
第
一
号
中｢

マ
ン
シ
ョ
ン
建
替
組
合｣

を｢

マ
ン
シ
ョ

ン
再
生
組
合｣

に
改
め
、
同
欄
第
二
号
中｢

マ
ン
シ
ョ
ン
建
替
事
業｣

を｢

マ
ン
シ
ョ
ン
再
生
事
業｣

に
改
め
、
同
欄
第
八
号
を
削
り
、
同
欄
第
七
号
中｢

マ
ン
シ
ョ
ン
建
替
事
業｣

を｢

マ
ン
シ
ョ
ン
再
生

事
業｣

に
改
め
、
同
号
を
同
欄
第
八
号
と
し
、
同
欄
中
第
六
号
を
第
七
号
と
し
、
同
欄
第
五
号
中｢

マ

ン
シ
ョ
ン
建
替
組
合｣

を｢

マ
ン
シ
ョ
ン
再
生
組
合｣

に
改
め
、
同
号
を
同
欄
第
六
号
と
し
、
同
欄
第

四
号
中｢

マ
ン
シ
ョ
ン
建
替
組
合｣

を｢

マ
ン
シ
ョ
ン
再
生
組
合｣

に
改
め
、
同
号
を
同
欄
第
五
号
と

し
、
同
欄
第
三
号
中｢

マ
ン
シ
ョ
ン
建
替
組
合｣

を｢

マ
ン
シ
ョ
ン
再
生
組
合｣

に
改
め
、
同
号
を
同

欄
第
四
号
と
し
、
同
欄
第
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

３

法
第
九
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
マ
ン
シ
ョ
ン
再
生
組
合
又
は
個
人
施
行
者
に
対
す
る
事

業
の
施
行
の
促
進
に
必
要
な
措
置
の
命
令

別
表
第
三
建
築
指
導
課
の
表
十
一
の
項
部
長
専
決
事
項
の
欄
第
九
号
及
び
第
十
号
を
次
の
よ
う
に
改

め
る
。

９

法
第
百
四
条
第
一
項
の
除
却
等
計
画
の
認
定

10

法
第
百
六
条
第
一
項
の
除
却
等
計
画
の
変
更
の
認
定

別
表
第
三
建
築
指
導
課
の
表
十
一
の
項
部
長
専
決
事
項
の
欄
中
第
十
七
号
を
第
二
十
八
号
と
し
、
第

十
六
号
を
第
二
十
七
号
と
し
、
第
十
五
号
を
第
二
十
六
号
と
し
、
第
十
四
号
を
第
二
十
四
号
と
し
、
同
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事
務

四

森
林
経
営
管
理

法(

平
成
三
十
年

法
律
第
三
十
五
号
。

以
下
こ
の
項
中

｢

法｣

と
い
う
。)

の
施
行
事
務

の
規
定
に
よ
る
改

善
命
令

３

法
第
二
十
三
条

の
規
定
に
よ
る
指

定
の
取
消
し

１

法
第
四
十
八
条

第
二
項
の
規
定
に

よ
る
判
断

１

部
長
専
決
事
項

を
除
く
法
の
施
行

に
関
す
る
事
務

(

林
政
課
の
所
管

す
る
事
務
に
限
る
。)



号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

25

法
第
二
百
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
敷
地
分
割
組
合
に
対
す
る
事
業
の
促
進
に
必
要
な
措

置
の
命
令

別
表
第
三
建
築
指
導
課
の
表
十
一
の
項
部
長
専
決
事
項
の
欄
第
十
三
号
中｢

マ
ン
シ
ョ
ン
敷
地
売
却

組
合｣

を｢

マ
ン
シ
ョ
ン
等
売
却
組
合｣

に
改
め
、
同
号
を
同
欄
第
十
五
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の

八
号
を
加
え
る
。

16

法
第
百
六
十
三
条
の
六
第
一
項
の
マ
ン
シ
ョ
ン
除
却
組
合
の
設
立
の
認
可

17

法
第
百
六
十
三
条
の
五
十
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
マ
ン
シ
ョ
ン
除
却
組
合
に
対
す
る
事
業
の

促
進
に
必
要
な
措
置
の
命
令

18

法
第
百
六
十
三
条
の
五
十
三
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
マ
ン
シ
ョ
ン
除
却
組
合
に
対
す
る
違
反
是

正
の
措
置
の
命
令

19

法
第
百
六
十
三
条
の
五
十
三
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
マ
ン
シ
ョ
ン
除
却
組
合
の
設
立
の
認
可
の

取
消
し

20

法
第
百
六
十
三
条
の
五
十
三
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
マ
ン
シ
ョ
ン
除
却
組
合
の
議
決
、
選
挙
、

当
選
又
は
解
任
の
投
票
の
取
消
し

21

法
第
百
六
十
三
条
の
五
十
六
第
一
項
の
マ
ン
シ
ョ
ン
の
要
除
却
等
認
定

22

法
第
百
六
十
三
条
の
五
十
八
第
二
項
の
要
除
却
等
認
定
マ
ン
シ
ョ
ン
の
区
分
所
有
者
に
対
す
る

指
示

23

法
第
百
六
十
三
条
の
五
十
九
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
マ
ン
シ
ョ
ン
の
容
積
率
等
制
限
の
特
例
の

許
可

別
表
第
三
建
築
指
導
課
の
表
十
一
の
項
部
長
専
決
事
項
の
欄
第
十
二
号
中｢

マ
ン
シ
ョ
ン
敷
地
売
却

組
合｣

を｢

マ
ン
シ
ョ
ン
等
売
却
組
合｣

に
改
め
、
同
号
を
同
欄
第
十
四
号
と
し
、
同
欄
第
十
一
号
中

｢

マ
ン
シ
ョ
ン
敷
地
売
却
組
合｣

を｢

マ
ン
シ
ョ
ン
等
売
却
組
合｣

に
改
め
、
同
号
を
同
欄
第
十
三
号

と
し
、
同
号
の
前
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

11

法
第
百
十
三
条
第
一
項
の
マ
ン
シ
ョ
ン
等
売
却
組
合
の
設
立
の
認
可

12

法
第
百
六
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
マ
ン
シ
ョ
ン
等
売
却
組
合
に
対
す
る
事
業
の
促
進
に
必

要
な
措
置
の
命
令

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
第
三
建
築
指
導
課
の
表
十
の

項
の
改
正
規
定
は
、
令
和
八
年
三
月
二
十
四
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
訓
令
甲
第
二
号

庁
中
一
般

各
現
地
機
関

岐
阜
県
現
地
機
関
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
八
年
三
月
二
十
四
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

岐
阜
県
現
地
機
関
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

岐
阜
県
現
地
機
関
事
務
決
裁
規
程(

昭
和
四
十
四
年
岐
阜
県
訓
令
甲
第
十
九
号)

の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
二
保
健
所
及
び
保
健
所
に
置
か
れ
る
事
務
所
一
の
表
一
の
項
所
長
決
裁
事
項
の
欄
第
十
一
号

中｢

又
は｣

を｢

若
し
く
は｣

に
改
め
、｢

開
設
者｣

の
下
に｢

又
は
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
の

設
置
者｣

を
加
え
、
同
欄
第
十
二
号
中｢

又
は
助
産
所｣

を｢

、
助
産
所
又
は
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診

施
設｣

に
改
め
、
同
欄
第
十
三
号
中｢

若
し
く
は
助
産
所｣

を｢

、
助
産
所
若
し
く
は
オ
ン
ラ
イ
ン
診

療
受
診
施
設｣

に
改
め
、
同
欄
第
十
四
号
中｢

若
し
く
は
助
産
所
の
診
療
録
等｣

を｢

、
助
産
所
若
し

く
は
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
の
診
療
録
等｣

に
改
め
、｢

開
設
者｣

の
下
に｢

若
し
く
は
オ
ン
ラ

イ
ン
診
療
受
診
施
設
の
設
置
者｣

を
加
え
、
同
欄
第
十
七
号
中｢

開
設
許
可
の
取
消
し
等｣

を｢

開
設

等
の
許
可
の
取
消
し
又
は
そ
の
開
設
者
若
し
く
は
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
の
設
置
者
に
対
す
る
閉

鎖
命
令｣

に
改
め
、
同
項
課
長
専
決
事
項
の
欄
第
一
号
中｢

第
八
条｣

を｢

第
八
条
第
一
項
又
は
第
二

項｣

に
、｢

又
は｣

を｢

若
し
く
は｣

に
改
め
、｢

開
設
届｣

の
下
に｢

又
は
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施

設
の
設
置
届｣

を
加
え
、
同
欄
第
三
号
中｢

若
し
く
は
助
産
所｣

を｢

、
助
産
所
又
は
オ
ン
ラ
イ
ン
診

療
受
診
施
設｣

に
改
め
る
。

別
表
第
二
子
ど
も
相
談
セ
ン
タ
ー
の
表
一
の
項
所
長
決
裁
事
項
の
欄
第
六
十
号
中｢

第
三
十
二
条
第

一
項｣

を｢

第
三
十
一
条
第
一
項｣

に
改
め
、
同
項
課
長
専
決
事
項
の
欄
第
三
号
中｢

第
三
十
三
条｣

を｢
第
三
十
二
条｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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